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国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で

あ
れ
ば
学
生
で
も
加
入
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
学
生
の
方
は
一

般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、

本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付

特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
め
る

こ
と
（
追
納
）
が
で
き
る
た
め
、

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
追
納
す

る
と
、
将
来
受
け
取
る
金
額
に

反
映
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
】　

　

令
和
4
年
度
の
学
生
納
付
特

例
の
申
請
は
4
月
か
ら
受
付
開

始
と
な
り
ま
す
。
希
望
す
る
方

は
、
年
金
手
帳
（
基
礎
番
号
通

知
書
）、
学
生
証
の
写
し
又
は

在
学
証
明
書
を
持
参
し
、
ほ
け

ん
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
3
年
度
に
学
生

納
付
特
例
制
度
を
申
請
し
保
険

料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方

で
、
令
和
4
年
度
も
引
き
続
き

在
学
予
定
の
方
は
、
日
本
年
金

機
構
よ
り
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生

納
付
特
例
申
請
書
が
4
月
に
送

付
さ
れ
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
4
年
度
は
学
生

納
付
特
例
を
利
用
せ
ず
、
保
険

料
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

近
く
の
年
金
事
務
所
へ
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
5
8
5
‐
2
7
8
5

東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
5
3
5
‐
0
1
4
1

水
道
料
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付

が
可
能
に
な
り
ま
し
た

　　

水
道
料
の
支
払
い
に
つ
い

て
、
4
月
1
日
以
降
に
発
行
さ

れ
た
納
付
書
及
び
督
促
状
を
使

用
す
る
場
合
、
コ
ン
ビ
ニ
及
び

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

で
の
支
払
い
が
可
能
に
な
り
ま

し
た
。
支
払
い
可
能
な
コ
ン
ビ

ニ
及
び
電
子
決
済
に
つ
い
て
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
3
月
18
日
に
発
行
し

お
知
ら
せ

ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ

替
わ
り
ま
す
。

④
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
な

ど
の
三
親
等
以
内
の
親
族（
甥
、

姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で

引
き
続
き
1
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま

す
。

▼
支
給
内
容

額
面
25
万
円
、
5
年
償
還
の
記

名
国
債

問
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
5
8
5
‐
2
7
9
3

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー

　　

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

し
ま
す
。

▼
モ
ニ
タ
ー
期
間

7
月
1
日
か
ら
1
年
間

▼
定
員
な
ど　

1
名
。
20
歳
以
上
で
担
当
区
間

付
近
に
居
住
の
方
。

▼
区
間　

阿
武
隈
川
（
梁
川
大
橋
か
ら
徳

江
大
橋
）
及
び
広
瀬
川
（
阿
武

隈
川
合
流
地
点
か
ら
阿
武
隈
急

行
・
広
瀬
川
橋
付
近
）

▼
業
務
内
容

巡
回
に
よ
る
不
法
投
棄
な
ど
の

情
報
収
集
、
地
域
住
民
の
要
望

た
令
和
4
年
3
月
分
（
納
期
限

3
月
31
日
）
納
付
書
は
コ
ン
ビ

ニ
収
納
等
に
対
応
し
て
い
な
い

た
め
、
銀
行
で
の
支
払
い
の
み

と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

問
上
下
水
道
課
水
道
係

☎
5
8
5
‐
2
9
9
7

特
別
弔
慰
金
の
手
続
き

は
お
済
み
で
す
か
？

　

町
で
は
第
十
一
回
特
別
弔
慰

金
の
請
求
を
、
令
和
5
年
3
月

31
日
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
特

別
弔
慰
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
請
求
期
限

令
和
5
年
3
月
31
日
金

▼
支
給
対
象
者　

①
令
和
2
年
4
月
1
日
ま
で
に

戦
争
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

取
得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
父
母
、
孫
、

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生

計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
な

ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

農業委員会
　4 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　4 月 19 日火　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

　　　　　　　　問農業委員会事務局　☎ 585-2890

教育委員会
　4 月の教育委員会定例会は次のとおりです。　　
　傍聴においでください。

　◆日　時　4 月 15 日金　午後 5 時 15 分から

　◆場　所　観月台文化センター　第 1 会議室

　※傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　問学校教育課　☎ 585-2892

収
集
、
川
を
愛
す
る
心
の
普
及

啓
発
、
月
1
回
の
報
告

▼
申
込
方
法

5
月
9
日
月
必
着
で
、
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
を
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

〒
9
6
0
‐
8
5
8
4

福
島
市
黒
岩
字
榎
平
36

福
島
河
川
国
道
事
務
所
河
川
管

理
課

☎
5
3
9
‐
6
1
2
9

　自
動
車
税
種
別
割
の
納

期
限
は
5
月
31
日
火

　

令
和
4
年
度
の
自
動
車
税
種

別
割
納
税
通
知
書
は
5
月
9
日

に
発
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
手

元
に
届
い
た
ら
最
寄
り
の
金
融

機
関
等
を
は
じ
め
同
封
さ
れ
て

い
る
お
知
ら
せ
に
記
載
さ
れ
て

い
る
方
法
に
て
期
限
内
納
付
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
自
動
車
を
譲
渡
し
た

と
き
、
使
用
し
な
く
な
っ
た
と

き
、
ま
た
は
住
所
を
移
転
し
た

際
は
早
め
に
最
寄
り
の
運
輸
支

局
等
で
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

【
登
録
手
続
き
に
つ
い
て
】

東
北
運
輸
局
福
島
運
輸
支
局

☎
0
5
0
‐
5
5
4
0
‐

2
0
1
5
（
登
録
部
門
）

【
自
動
車
税
全
般
】

県
北
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税

第
二
課
自
動
車
税
チ
ー
ム

☎
5
2
1
‐
2
7
0
2

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
関
す
る
説
明
会

　

福
島
税
務
署
で
は
、
事
業
者

の
方
を
対
象
に
消
費
税
の
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。
説
明
会
は
事
前
予
約
制

に
よ
り
、
各
回
と
も
定
員
に
な

り
次
第
、受
付
を
終
了
し
ま
す
。

▼
日
時

4
月
27
日
水
、
5
月
24
日
火
、

6
月
16
日
木　

※
各
回
と
も
14
時
か
ら
開
催
し

ま
す
。
説
明
内
容
は
各
回
と
も

同
じ
で
す
。

▼
会
場

福
島
税
務
署
2
階
大
会
議
室　

福
島
市
森
合
町
16
‐
６

▼
申
込
先

福
島
税
務
署　

法
人
課
税
第
一

部
門

☎
5
0
3
‐
2
4
1
7
（
直

通
）

『心配ごと相談』
　◆日　時　5 月 6 日金 、5 月 26 日木

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

5 月の各種相談会 　『障がい者相談』
　◆日　時　5 月 17 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
 　◆日　時　5 月 22 日日  午前 10 時～午後 3 時

 　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室
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